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袖ケ浦市交流センターの設置及び管理に関する条例の 

概要説明 

 

１ 条例制定の背景  

本市では、社会教育の振興並びに市民の生活文化の向上及び福祉の増

進を図るため、公民館及び市民会館（以下「公民館」という。）を整備

し、社会教育に関する各事業等の企画・実施、市民が自主的に学べる環

境づくりとともに、各団体への支援や利用者からの相談等に応じていま

す。また、公民館運営審議会や社会教育委員等からの意見を踏まえ事業

を実施するほか、市民参画による公民館まつりや地区住民会議等も実施

され、公民館は地域の拠りどころとして様々な活動に利用されています。 

一方で、近年公民館の利用者数は減少傾向であり、さらに、新型コロ

ナウイルス感染症の影響等により活動の継続が困難となる団体も出てき

ました。公民館施設をより多くの市民の利用に供し、地域の活動拠点と

して機能させるため、新たな利用者層を開拓するなど施設の利用拡大に

つなげるとともに、社会の変化に対応し、市民にとって更に身近な施設

として認知される取組が必要となっています。  

また、市民活動への支援として、「袖ケ浦市みんなが輝く協働のまち

づくり条例（平成２９年条例第１０号）」や「袖ケ浦市協働のまちづく

り推進計画」に基づき、市民の参加や、地縁団体、市民活動団体等の地

域コミュニティとの協働により、地域課題の解決を目的として、地域コ

ミュニティへの情報提供や人材育成の支援等分野を問わず様々な事業に

取り組んでいるところです。  

しかしながら、自治会では加入率の低下や役員のなり手不足等の課題

があり、市民活動団体では人材確保といった課題が挙げられ、今後地域

コミュニティの維持や運営に支障をきたすことが懸念される状況となっ

ています。  

これらの課題の解決に向けて、これまで公民館が担ってきた社会教育
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を通じたまちづくりと、市民協働によるまちづくりを合わせて推進する

ため、地域の拠点づくりを行う必要があります。  

 

２ 条例制定の目的  

社会教育施設である公民館施設について、市民や市民活動団体等がよ

り活用できるよう教育委員会から市長部局へ移管し利用制限の緩和を図

り、社会教育に関する事業等と一体的に協働のまちづくりを推進するた

め、交流センターとして設置するものです。その設置及び管理に関し、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項の規定に

基づき、必要な事項を定めることを目的とするものです。  

 

３ 施行期日  

令和６年４月１日予定  

 

４ 近隣市等の状況  

木更津市：木更津市金田地域交流センターの設置及び管理に関する条例 

【平成３０年３月１４日公布（平成３１年４月１日施行）】  

東金市：東金市コミュニティセンターの設置、管理等に関する条例  

【令和３年１２月２２日公布（令和４年４月１日施行）】 

 

５ 条例における基本的事項  

第１条（趣旨）  

この条例の趣旨について規定するものです。  

第２条（定義）  

この条例における用語の意義について規定するものです。  

第３条（設置）  

交流センターを設置することについて規定するものです。  

第４条（名称及び位置） 
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交流センターの名称及び位置について規定するものです。  

第５条（サブセンター） 

平川交流センターにサブセンターを設置すること等について規定

するものです。  

第６条（管理者） 

交流センターの管理者について規定するものです。  

第７条（職員）  

交流センターに職員を置くことについて規定するものです。  

第８条（事業）  

交流センターにおいて行う事業について規定するものです。  

第９条（施設の共用）  

袖ケ浦市公民館条例（昭和４９年条例第３３号）第４条に規定した

事業の実施に当たり、交流センターを使用に供することを規定するも

のです。  

第１０条（開館時間） 

交流センターの開館時間について規定するものです。  

第１１条（休館日） 

交流センターの休館日について規定するものです。  

第１２条（使用の許可） 

交流センターの施設等の使用の許可について規定するものです。  

第１３条（使用の制限） 

交流センターの施設等の使用の制限について規定するものです。  

第１４条（使用許可の取消し等）  

交流センターの施設等の使用許可の取消し等について規定するも

のです。  

第１５条（使用料）  

使用者が交流センターの施設等を使用する際の使用料について規

定するものです。  
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第１６条（使用料の徴収）  

使用料の徴収について規定するものです。  

第１７条（使用料の減免）  

使用料の減免について規定するものです。  

第１８条（使用料の不還付）  

使用料の不還付等について規定するものです。  

第１９条（使用期間）  

交流センターの施設等の使用期間について規定するものです。  

第２０条（目的外使用等の禁止）  

交流センターの施設等の目的外使用等を禁止することについて規

定するものです。  

第２１条（模様替え等） 

使用者が交流センターの施設等の模様替え等を行う場合の許可に

ついて規定するものです。  

第２２条（原状回復） 

使用者が交流センターの施設等を使用した際の原状回復について

規定するものです。  

第２３条（損害賠償） 

交流センターの施設、設備、備品等を損傷等した際の賠償について

規定するものです。  

第２４条（委任） 

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることについて規

定するものです。  

附則 

第１項（施行期日）  

この条例の施行日について令和６年４月１日と規定するもので

す。 

第２項（経過措置）  
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この条例の施行前に「袖ケ浦市公民館並びに市民会館の設置及び

管理等に関する条例」の規定によりされた処分等に関する取り扱い

について規定するものです。  

第３項（準備行為）  

交流センターの施設等の使用の許可や使用料に関すること等そ

の他必要な行為は、この条例の施行日前でも行うことができること

について規定するものです。  

別表第１  

各交流センターの使用料について規定するものです。  

別表第２  

体育室又は多目的ホールをアマチュアスポーツとして使用する場

合（冷房又は暖房を使用しない場合に限る。）の使用料について規定す

るものです。  

別表第３  

附属設備の使用料について規定するものです。  

 


